
野田市庁議等の設置及び運営に関する規程の一部を改正する

訓令を次のように定める。 

 

令和６年３月２９日 

 

野田市長 鈴 木   有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



野田市訓令第２号 

 

野田市庁議等の設置及び運営に関する規程の一部を改正する訓令 

 

野田市庁議等の設置及び運営に関する規程（平成９年野田市訓令第８号）の

一部を次のように改正する。 

第２条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、第４号

を第３号とする。 

第２章を削る。 

第３章中第８条を第３条とする。 

第９条第２項中「別表第２」を「別表第１」に改め、同条第４項中「企画調

整課長」を「総務課法務室長」に改め、同条を第４条とする。 

第１０条に次のただし書を加える。 

  ただし、審議会等の答申等を得た事項については、この限りでない。 

第１０条を第５条とする。 

第１１条第２項中「第１６条第２項」を「第１１条第２項」に、「付議要求

書を」を「付議要求書に総務部長が必要と認める書類を添えて」に改め、同条

を第６条とする。 

第１２条中「第１及び第３火曜日に」を「２回」に改め、同条を第７条とす

る。 

第１３条第１項中「企画財政部長」を「総務部長」に、「第１６条」を「第

１１条」に改め、第３章中同条を第８条とする。 

第３章を第２章とする。 

第１４条中「第１６条」を「第１１条」に改め、第４章中同条を第９条とす

る。 

第１５条第１項中「企画財政部長」を「総務部長」に改め、同条第２項中「

別表第３」を「別表第２」に、「別表第４」を「別表第３」に改め、同条を第

１０条とする。 

第１６条第１項中「企画財政部長」を「総務部長」に改め、同条第２項中「

事案の要旨及び資料」を「総務部長が必要と認める書類」に改め、同条を第１



１条とする。 

第１７条中「企画財政部長」を「総務部長」に改め、同条を第１２条とする。 

第１８条第１項中「企画財政部長」を「総務部長」に、「第１６条」を「第

１１条」に改め、第４章中同条を第１３条とする。 

第４章を第３章とする。 

第１９条中「政策会議において指示された事項及び」を削り、「ならしめる

ため、」を「ならしめ、又は」に改め、第５章中同条を第１４条とする。 

第２０条第１項中「企画調整課長」を「総務課法務室長」に、同条第２項中

「別表第４」を「別表第３」に改め、同条を第１５条とする。 

第２１条第４号中「企画調整課長」を「総務課法務室長」とし、同条を第１

６条とし、第５章中第２２条を第１７条とする。 

第５章を第４章とする。 

第２３条中「企画財政部長」を「総務部長」に改め、「政策会議の協議事案

及び」を削り、第６章中同条を第１８条とし、第２４条を第１９条とする。 

第６章を第５章とする。 

別表第１を削る。 

別表第２中「第９条関係」を「第４条第２項」に改め、同表を別表第１とす

る。 

別表第３中「第１５条関係」を「第１０条第２項」に、「企画財政部長」を

「総務部長」に、「総務課長」を「総務課長 総務課法務室長」に、「行政管

理課長」を「行政管理課長 情報政策課長」に改め、同表を別表第２とする。 

別表第４中「第２０条関係」を「第１０条第２項、第１５条第２項」に、「

総務課長」を「総務課長 総務課法務室長」に「営繕課長」を「営繕課長 公

共施設管理課長」に改め、同表を別表第３とする。 

附 則 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 


